
 
 

北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

 

  令和４年９月28日 

 

北上地区消防組合                

管理者 北上市長               

 

北上地区消防組合条例第４号 

 

北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

（別紙のとおり）  

  

管理者署名



 
 

議案第７号  

 

北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  

 

北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例（平成４年北上地区消防組合条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で

定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする

。 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事

情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別

の事情は、次のとおりとする。 

(1)～(4) ［略］ 

(5) 育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児

休業に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、

３月以上の期間を経過したこと（当該育児休業をした職員

が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子

を養育するための計画について育児休業等計画書により任

命者に申し出た場合に限る。）。 

(6) [略] 

 

 

  

 

 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事

情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別

の事情は、次のとおりとする。 

(1)～(4) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

(5) [略] 

(6) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日

を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが



 
 

、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて

特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子に

ついて、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするこ

と。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間

を基準として条例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定

める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。  

 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過

しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情

） 

 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過

しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情

） 

第10条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別

の事情は、次のとおりとする。 

(1)～(5) ［略］ 

(6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当

該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。

）の終了後、３月以上の期間を経過したこと（当該育児短

時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求

の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画に

ついて育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に

限る。）。 

(7) [略] 

第10条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別

の事情は、次のとおりとする。 

(1)～(5) ［略］ 

(6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当

該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。

）の終了後、３月以上の期間を経過したこと（当該育児短

時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求

の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画に

ついて育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場

合に限る。）。 

(7) [略] 



 
 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和４年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第３条（第５号に係る部分に限

る。）及び第10条（第６号に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

令和４年９月28日提出 

北上地区消防組合  

管理者 北上市長 髙 橋 敏 彦  

 

 

提案理由  

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限の緩和等に対応するための所要の改正を行

うものである。  


